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訪問看護重要事項説明書（介護保険） 

１ 訪問看護事業者（法人）の概要                   R6.6 月改訂版 

 

名称・法人種別 医療法人 中田内科 

代表者名 中田 秀治 

所在地 
連絡先 

〒559－0004 大阪市住之江区住之江 2―7―18 
TEL 06－6675－8595  FAX 06－6672－6639 

法人設立年月日 平成１７年６月１３日 

 
２ 事業所の概要 

（１）事業所名称及び事業所番号 

 

事業所名 （医）中田内科 あんりゅう訪問看護ステーション 

事業所番号 ２７６５９９０１９３ 

所在地・連絡先 〒559－0005 大阪市住之江区西住之江 3－1－29 
TEL 06－6676－5155 FAX 06－6676－5156 

管理者氏名 室谷 芳恵 

 
（２）事業目的 

     医療法人 中田内科 が設置する あんりゅう訪問看護ステーション 
（以下「事業所」という。）において実施する指定訪問看護［指定介護予防訪問

看護］事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために必要な人

員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護［指定介護予防訪問看護］

の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状

態（介護予防にあっては要支援状態）の利用者の立場に立った適切な指定訪問

看護［指定介護予防訪問看護］の提供を確保することを目的とする。 

  
（３）指定訪問看護の運営の方針 

① 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能

な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができように配慮し

て、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 
② 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目

標を設定し、計画的に行うものとする。 
③ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に

努めるものとする。 
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④ 事業所に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包 
括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に 
努めるものとする。 

⑤ 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指

導を行うものとする。 

    ⑥ 前 5 項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に 
する基準等を定める条例」（平成 25 年 3 月 4 日大阪市条例第 26 号）に定める

内容を遵し、事業を実施するものとする。 

 
 
（４） 事業所の職員体制 

従業者の職種 人数 
（人） 

区分 

常勤（人） 非常勤（人） 

管 理 者 1 1  
訪問

看護

員 

看護師 4 2 2 

理学療法士 3  3 

作業療法士    

事務職員等 1   1 

 
（５） 事業の実施地域 

事業の実施地域 住之江区・住吉区・西成区 

＊ 上記地区以外でもご希望の方はご相談ください。 

 
 
（６） 営業日時 

営業日 営業時間 

月曜日～金曜日 ９：００ ～ １７：３０ 

土曜日 ９：００ ～ １２：００ 

  

サービス提供日 サービス提供時間 

月曜日～金曜日 ９：００ ～ １７：００ 

土曜日 ９：００ ～ １２：００ 

 

営業しない日 土曜午後・日曜・祝日・12 月 30 日午後～1 月 3 日 
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３ サービスの内容 
  自宅で療養される方が安心して療養生活を送れるように、主治医の指示により当訪問

看護ステ－ションの看護師等が定期的に訪問し、必要な処置を行い、在宅療養の援助

を行います。また、必要に応じて理学療法士が訪問し、リハビリ治療を行います。 

 
４ 費用 

（１）介護保険給付対象サービス 
介護保険の給付がある場合は、原則として料金表の利用料金 1 割～３割（介護保

険負担割合証に記載の利用者負担割合）が利用者の負担額となります。お客様の

利用者負担額については、契約書別紙サービス内容説明書に記載しています。 

 
（２）交通費 
  実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域にお住まいの方は交通費の

実費が必要となります。 
尚、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。 

・事業所から片道 5 キロメートル未満 交通費不要。 
・事業所から片道 5 キロメートル以上 千円 
 

（３）その他の費用・物品について 
サービスの実施に必要な居宅の水道・ガス・電気・電話等の費用は、利用者の負

担となります。 
使い捨て手袋、おむつ、ガーゼ等の必要物品のご用意をお願い致します。 
                            ※別紙参照 

（４）キャンセル料 
利用者の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきま

す。ただし、利用者の病状の急変など、緊急やむをえない事情がある場合は不要

です。 

利用日の前日までに連絡があった場合 無料 

利用日の前日までに連絡がなかった場合 利用料自己負担部分の 100％ 

 
 （５）利用料のお支払方法 

毎月１０日以降に前月分のご請求を致します。下記のご希望の方法でお手続きさ

せていただきます。 

 
口座振替……毎月２７日がお引き落とし日となります。（別紙参照） 
お振込………請求書のお渡し後、お振込みとなります。 

 
※現金集金は要相談 
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５ その他 

事 項 内   容 

訪問看護計画の作成 
及び事後評価 

看護師が利用者の直面している課題等を評価し、主治医の

指示及び利用者の希望を踏まえて、訪問看護計画を作成し

ます。 

従業員研修 適宜 研修を行っています。 

 
６ サービス内容に関する苦情相談窓口 

当事業所お客様相談窓口 窓口責任者  室谷 芳恵 
ご利用日時  月～金   9：00 ～ 17：00  
ご利用方法  電話 06―6676－5155 
       面接 当事業所 1 階相談室 

【市役所（保険者）の窓口】 

大阪市福祉局高齢者施策部

介護保険課 

（指定・指導グループ） 

大阪市中央区船場中央３丁目１番７－３３１号 

電話番号：06-6241-6310  FAX:06-6241-6608 

受付時間 9：00 ～ 17：30 

大阪府国民健康保健団体 
連合会苦情窓口 

〒540-0028  大阪市中央区常磐町 1 丁目 3 番 8 号 
中央大通 FN ビル内 11 階 大阪府国民健康保険団体連

合会 介護保険室介護保険課 
電話 06―6949―5418  

お問い合わせ時間 
及び休日 

平日（月曜日から金曜日）9：00 ～ 17：00 まで 
ただし、祝日、12 月 29～31 日、1 月 2～3 日を除く 

 
市町村相談窓口 受付時間（9：00 ～ 17：30） 

住之江区保健福祉センター 〒559-8601 大阪市住之江区御崎 3 丁目 1 番 17 号 
電話 06－6682－9859 

住吉区保健福祉センター 〒558-0041 大阪市住吉区南住吉 3 丁目 15 番 55 号 
電話 06―6694―9859 

西成区保健福祉センター 〒557-8501 大阪市西成区岸里 1 丁目 5 番 20 号 
電話 06－6659－9859 

阿倍野区保健福祉センター 〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里 1 丁目 1 番 4 号 
電話 06－6622－9859 
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７ 緊急時における対応方法 
  サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者の主治医、救急

隊、緊急時連絡先（ご家族等）、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等へ

連絡をします。 

 

 
 

主
治
医 

病院名 
及び 
所在地 

中田内科クリニック 

 
〒559-0004  大阪市住之江区住之江 2-7-18 

氏名  
中田 秀治 

電話番号  
06-6675-8595 

 

緊急時 
連絡先 
（家族等） 

氏名（続柄）  
                 （    ） 

住所  
 

電話番号  
 

 
８ 個人情報の保護 

（１）事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚

生労働省が策定した「医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取扱い

のためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 
（２）事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以

外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要

に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。 

 
９  事故対応 
    事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により、

利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償しなけれ

ばならない。 

 

加入している損害保険会社 東京海上日動火災保険株式会社 
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１０ 虐待防止に関する事項 
（１）事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものと 

する。 
① 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 
② 利用者およびその家族からの苦情処理体制の整備 
③ その他虐待防止のために必要な措置（成年後見制度の利用支援等） 
④ 事業所は、サービス提供中に当該事業所従業者又は擁護者（利用者の家族等高齢

者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、

速やかに、これを市町村に通報するものとする。 
⑤ 当法人において、虐待防止委員会を設置しています。 

委員長   中田 秀治 

  委 員   室谷 芳恵 

 
１１ 身体拘束について 
  事業所は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等の 
  おそれがある場合など、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留

意して、必要最小限で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理

由及び様態等についての記録を行います。 
  また事業所として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 
（１）緊急性……直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に 

危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 
（２）非代替性…身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶこと

を防止することができない場合に限ります。 
一時性……利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことがなくなった場合

は、直ちに拘束を解きます。 

 
１２  その他 
    事業所は、従業員の資質向上のために研修の機会を適宜設けるものとし、また、

業務の執行体制についても検証、整備する。 

 
１３  災害時の訪問サービスについて 
    下記の場合、訪問を中止させていただきます。 

１） 訪問当日の午前 7 時の時点で、暴風・暴雨警報が発令されている場合 
２） 訪問日の予報で、暴風・暴雨警報の発令が予想される場合 
３） 訪問日に大規模な地震が起きた場合 

    但し、訪問を中止させていただく際には、必ずご連絡致します。 

 
１４  業務継続計画（BCP）の策定等 
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    事業所は、自然災害発生時、自然災害対策・感染症対策における業務計画に基づ

き対応致します。 
（１）従業員及び家族の人命安全を最優先とする。 

（２）事業継続に必要な体制を構築し、災害時の緊急事態の発生においても介護サ

ービスの業務継続を果たします。 

                                                                                                                             

 
１５ 衛生管理等 

（１）感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立し、 
指針を作成、研修及び訓練を実施します。 

（２）看護職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理に努めます。 
（３）指定訪問看護事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。 

 
 
１６ この重要事項説明書の概要等については、当該事業所の見やすい場所に掲示すると 
   ともに、当該事業所のウェブサイト（法人ホームページ又は情報公表システム上） 
   に掲載・公表します。 

 
 
 
                              （令和６年６月改定） 
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当事業者は、サービス内容説明書及び重要事項説明書に基づいて、訪問看護のサービス 
内容及び重要事項を説明しました。 

 
 令和     年    月    日 

 
（事業者）  住所   大阪市住之江区西住之江３－１－２９ 
       事業者名  （医）中田内科 あんりゅう訪問看護ステーション 
       事業者番号  ２７６５９９０１９３   
       代表者名   室谷 芳恵           

        
 
（説明者）  職名 

 
       氏名                     

 
 
 私は、サービス内容及び重要事項説明書に基づいて、訪問看護のサービス内容 
および重要事項の説明を受けました。 

 
令和      年      月     日 

 
利用者   住所 

 
 
       氏名                    

 
 

家族    住所 
（代理人） 

 
       氏名                   

 
利用者との続柄 （         ） 


